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平成２９年関川村議会８月(第３回)臨時会議会議録（第１号） 

 

○議事日程 

平成２９年８月３日（木曜日） 午前１０時 開議 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  諸般の報告 

第 ３  広報対策特別委員長報告 

第 ４  常任委員の選任 

第 ５  議会運営委員の選任 

第 ６  各種委員の推薦 

第 ７  議員派遣 

 

○本日の会議に付した事件 

第 １  会議録署名議員の指名 

第 ２  諸般の報告 

第 ３  広報対策特別委員長報告 

第 ４  常任委員の選任 

第 ５  議会運営委員の選任 

第 ６  各種委員の推薦 

第 ７  議員派遣 

 

○出席議員（９名） 

１番 近     良  平  君 ２番 伊  藤  敏  哉  君 

３番 小  澤     仁  君 ５番 鈴  木  万 寿 夫  君 

６番 髙  橋  忠  夫  君 ７番 髙  橋  正  之  君 

８番 菅  原     修  君 ９番 伝     信  男  君 

１０番 平  田     広  君   

 

○欠席議員（１名） 

４番 加  藤  和  泰  君   

 

○地方自治法第１２１条の規定により出席した者 

なし 
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○事務局職員出席者 

事 務 局 長 佐   藤   充   代 

主     任 石   山   洋   介 
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          午前１０時００分  開 議 

○議長（近 良平君） ただいまの出席議員は９名です。４番、加藤和泰さんから欠席の届け出が

ありました。定足数に達していますので、これより平成29年8月（第3回）関川村議会臨時会議を

開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。議事進行にご協力をお願いします。 

 

日程第１、会議録署名議員の指名 

○議長（近 良平君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本臨時会議の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、 

  ５番 鈴木万寿夫 さん 

  ６番 髙橋忠夫 さん 

  を指名いたします。 

   

日程第２、諸般の報告 

○議長（近 良平君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  地方自治法第199条第９項の規定によって定例監査の結果報告書及び同法第235条の２第３項の

規定によって平成29年６月分の例月出納検査の結果報告書が提出されています。議員控室に保管

していますのでご覧ください。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

日程第３、広報対策特別委員長報告 

○議長（近 良平君） 日程第３、委員長報告を行います。広報対策特別委員長から報告を求めま

す。広報対策特別委員長 鈴木万寿夫さん。 

○広報対策特別委員長（鈴木 万寿夫君）広報対策特別委員会報告書。 

  本委員会について去る８月２日をもって調査を終了したので、会議規則第77条の規定により報告

します。 

記。 

  １．調査期間 平成27年８月３日から平成29年８月２日。 

２．出席者  委員長 鈴木万寿夫。 

委員 小澤 仁、菅原 修、伝 信男、加藤和泰、髙橋正之。 

  ３．調査議件 関川村及び議会の広報に関すること。 

  ４．調査結果 議会広報を年４回発行し、広く村民に議会における審議内容等の報告を行った。 
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以上。 

  平成29年８月３日。 

  広報対策特別委員会 委員長 鈴木万寿夫。 

  関川村議会議長 近 良平様。 

○議長（近 良平君） 委員長報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） 質疑なしと認めます。委員長、ご苦労様でした。 

 

日程第４、常任委員の選任 

○議長（近 良平君） 日程第４、常任委員の選任を行います。 

  お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定によってお手元に

配付しました名簿のとおり指名したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、常任委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。 

 

日程第５、議会運営委員の選任 

○議長（近 良平君） 日程第５、議会運営委員の選任を行います。 

  お諮りします。議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第２項の規定によってお手

元に配付しました名簿のとおり指名したいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（近 良平君） ご異議なしと認めます。 

  したがって、議会運営委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。 

  しばらく休憩します。 

午前１０時１３分  休 憩 

 

          午前１０時１９分  再 開 

○議長（近 良平君） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  報告いたします。休憩中に各委員会が開かれ、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結果の
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報告が議長の手元にまいりましたので報告いたします。 

  総務厚生常任委員長に 伊藤敏哉さん。副委員長に 髙橋正之さん。 

  産業建設常任委員長に 伝 信男さん。副委員長に 小澤 仁さん。 

  議会広報常任委員長に 鈴木万寿夫さん。副委員長に 髙橋忠夫さん。 

  議会運営委員長に 小澤 仁さん。副委員長に 伝 信男さん。 

  以上のとおり互選された旨、報告がありました。 

  各委員長の発言を許します。 

  初めに総務厚生常任委員長 伊藤敏哉さん。 

○総務厚生常任委員長（伊藤敏哉君） この度、総務厚生常任委員長をさせていただくことになりま

した伊藤敏哉でございます。１回生議員でございまして、まだ議会に対する十分な知識が不足して

おりますけども、前委員長をはじめ、前副委員長からアドバイスをいただきながら精一杯努める所

存でありますのでよろしくご協力のほどお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（近 良平君） 次に、産業建設常任委員長 伝 信男さん。 

○産業建設常任委員長（伝 信男君） この度、産業建設常任委員長を仰せつかりました伝信男でご

ざいます。委員全員なんとか産業建設常任委員会として運営をしっかりとれるような体制づくりを

委員長として責任を持ってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（近 良平君） 続いて、議会広報常任委員長 鈴木万寿夫さん。 

○議会広報常任委員長（鈴木万寿夫君） 議会広報常任委員長に選任されました鈴木万寿夫でありま

す。今までどおり議会だよりの発行を通じて皆様に議会の活動内容を解りやすく伝えてまいりまし

たけど、今後はさらに広聴部門も強化して、皆さんと協力してやっていきたいと思いますのでよろ

しくお願いします。以上です。 

○議長（近 良平君） 最後に、議会運営委員長 小澤 仁さん。 

○議会運営委員長（小澤 仁君） 改めましておはようございます。ただいまご紹介いただきました

小澤仁であります。この度、議会運営委員長として選任いただきました。総務厚生の伊藤委員長同

様、まだ経験の浅く若輩者ではありますが、この２年間関川村議会として議会改革に足がかり、そ

れから成果が出始めてきた中での選任ということでございますので、非常に身の引き締まる思いで

あります。諸先輩方、また同僚議員の皆様方にご協力をいただきながら、円滑な議会運営というの

を心がけて、また目指していきたいと思っていますのでご協力のほどよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

日程第６、各種委員の推薦 

○議長（近 良平君） 日程第６、各種委員の推薦についてを議題といたします。 
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  お諮りします。当議会から推薦する各種委員については、お手元に配付のとおりといたしたいと

思います。 

  これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  ご異議なしと認めます。 

  したがって、各種委員の推薦については、お手元に配付のとおり決定いたしました。直ちに各部

署へ各種委員の推薦名簿を送付することにいたします。 

 

日程第７、議員派遣 

○議長（近 良平君） 日程第７、議員派遣について議題といたします。 

お諮りします。会議規則第129条の規定により、お手元に配付しました内容で議員を派遣すること

にしたいと思います。 

なお、変更があった場合は議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

したがって、日程第７ 議員派遣については、お手元に配付のとおり、議員を派遣することに決

定いたしました。 

 

○議長（近 良平君） 以上で、本臨時会議に付議された案件の審議は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  大変お疲れさまでした。 

           午前１０時２５分  散 会 
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  地方自治法第１２３号第２項の規定によりここに署名する。 

 

    

 

       関川村議会議長 

 

          議  員 

 

          議  員 

 


